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安
心
な
老
後
を
送
る
た
め
に

み
ん
な
で

介介介介
護護護護
保保保保
険険険険

支
え
る

介護予防事業のひとつとして広がりをみせている「地域の茶
の間」。現在、村内２２集落で２３か所の茶の間が開かれています。
写真は、辰田新集落地域の茶の間「きらきらファイト」で開

かれた、平田大六村長とのおしゃべり会のようす。（２月１８日）

高
齢
者
の
介
護
を
社
会
全
体
で
支
え
る
仕
組
み
と
し
て
平
成
十
二

年
度
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
「
介
護
保
険
制
度
」
―
―
。

こ
の
制
度
は
、
介
護
が
必
要
に
な
っ
た
と
き
に
保
健
・
医
療
・
福

祉
の
総
合
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
中
か
ら
、
そ
の
方
の
状
態
に
適
し
た
介

護
サ
ー
ビ
ス
を
効
果
的
に
利
用
し
、
で
き
る
だ
け
自
立
し
た
生
活
が

で
き
る
よ
う
、
み
ん
な
で
支
え
あ
う
社
会
保
険
制
度
で
す
。

い
つ
ま
で
も
健
康
に
生
活
で
き
る
こ
と
が
み
ん
な
の
願
い
で
す
が
、

介
護
が
必
要
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
安
心
し
て
介
護
が
受
け
ら
れ
る

よ
う
介
護
保
険
制
度
を
維
持
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

平
成
20
年
度
の

介
護
認
定
者
の
状
況

平
成
二
十
年
四
月
か
ら
二
十
一

年
一
月
ま
で
に
、
新
た
に
介
護
申

請
を
し
た
方
は
八
十
人
。
そ
の
内
、

後
期
高
齢
者
（
七
十
五
歳
以
上
）

の
方
が
八
割
以
上
を
占
め
て
い
ま

す
。
特
に
八
十
歳
を
過
ぎ
る
と
、

転
倒
に
よ
る
骨
折
や
認
知
症
の
た

め
、
買
い
物
や
食
事
の
用
意
、
留

守
番
な
ど
が
で
き
な
く
な
り
、
見

守
り
や
介
護
の
必
要
か
ら
、
認
定

を
受
け
る
人
が
増
え
て
い
ま
す
。

一
人
暮
ら
し
や
日
中
一
人
で
過

ご
す
高
齢
者
の
介
護
や
暮
ら
し
を

支
え
る
た
め
に
は
、『
意
』（
心
が

動
く
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
や
社
会
交
流
）、『
食
』（
一
日
三

回
の
食
事
の
確
保
）、『
住
』（
安
心

し
て
暮
ら
せ
る
環
境
、
隣
近
所
の

見
守
り
）
な
ど
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

介
護
保
険
だ
け
で
な
く
、
他
に

ど
ん
な
サ
ー
ビ
ス
や
仕
組
み
が
必

要
な
の
か
を
み
ん
な
で
考
え
、
少

し
で
も
良
い
状
態
に
改
善
し
て
い

く
取
り
組
み
が
大
切
で
す
。

地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
の
役
割

村
で
は
、
高
齢
者
の
健
康
・
医

療
・
介
護
・
福
祉
に
至
る
サ
ー
ビ

ス
を
一
体
的
、
継
続
的
に
提
供
す

る
た
め
の
活
動
拠
点
と
し
て
「
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
平
成

十
八
年
四
月
に
設
置
し
ま
し
た
。

高
齢
者
の
介
護
や
暮
ら
し
の
相

談
、
良
い
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け

て
も
ら
う
た
め
に
事
業
所
や
ケ
ア

マ
ネ
ジ
ャ
ー
と
の
連
絡
会
、
研
修

会
の
開
催
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
元
気
で
過
ご
さ
れ
て
い
る

高
齢
者
が
要
介
護
者
に
な
ら
な
い

た
め
の
介
護
予
防
事
業
に
も
取
り

組
ん
で
い
て
、
地
域
の
茶
の
間
や

老
人
ク
ラ
ブ
で
の
お
し
ゃ
べ
り
、

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
運
動
教
室

な
ど
、
高
齢
者
の
健
康
づ
く
り
の

充
実
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
費
の
約
半

分
は
、
四
十
歳
以
上
の
介
護
保
険

料
か
ら
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。
老
い

は
必
ず
訪
れ
る
も
の
―
―
。
配
偶

者
や
親
の
介
護
が
必
要
に
な
っ
た

と
き
、
経
済
的
、
精
神
的
に
自
分

や
家
族
だ
け
で
支
え
る
こ
と
が
で

き
る
で
し
ょ
う
か
？
と
て
も
無
理
、

と
い
う
の
が
一
般
的
な
状
況
で
す
。

介
護
保
険
制
度
は
、
村
民
の
安

心
や
高
齢
者
の
尊
厳
、
人
権
を
守

る
た
め
に
も
大
切
な
制
度
で
す
。
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0

4億 

5億 

6億 

(円)

19 
年 
度 

18 
年 
度 

17 
年 
度 

16 
年 
度 

15 
年 
度 

14 
年 
度 

13 
年 
度 

12 
年 
度 

平
成 

4億1,485万円 

6億530万円 

0

25

30

(%)

20 
年 
３ 
月 

19 
年 
３ 
月 

18 
年 
３ 
月 

17 
年 
３ 
月 

16 
年 
３ 
月 

15 
年 
３ 
月 

14 
年 
３ 
月 

13 
年 
３ 
月 

平
成 

29.4%

33.8%

高齢化率
（65才

以上人口
比率） 

0

270

280

290

300

310

320

330

340

350

(人)

272人 

351人 

認定者数 

認
定
者
数 

高
齢
化
率 

高齢化率と認定者数の推移

介護サービス費の推移（村の総額）

保険料50％ 公費50％ 

総　額 
6億530万円 

19％ 

31％ 
37.5％ 

12.5％ 

１号被保険者 
　(65歳以上) 
　　１億1,501万円 

２号被保険者 
　(40～64歳) 
　１億8,764万円 

県・国 
　２億2,700万円 

村 
　7,565万円 

要介護１　37人 

要支援２　27人 

要支援１　 4人 

要介護５　45人 

要介護４　68人 

要介護３　84人 

要介護２　86人 

重 

度 

者 

軽
度
者 

中 

度 

者 

32.2 
　%

48.4 
　%

19.4 
　%

平成19年度 

介護別の認定者数
Ｈ19  介護サービス費の財源

（サービス利用者の負担分は含まれません）

＊介護保険料は、介護サービス費のほか、介護

予防事業のための経費にも使われています。

平成19年度の

村の介護保険状況

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
は
６
億
円
超

関
川
村
の
総
人
口
に
占
め
る
六

十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
数
の
割
合

は
、
平
成
二
十
年
三
月
末
現
在
で

三
三
・
八
％
。

そ
の
う
ち
、
介
護
認
定
を
受
け

た
方
は
三
百
五
十
一
人
で
高
齢
者

の
う
ち
約
一
五
％
が
認
定
さ
れ
て

い
て
、
年
々
伸
び
て
い
る
高
齢
化

率
に
比
例
し
て
、
増
加
傾
向
に
あ

り
ま
す
。
そ
の
中
で
も
中
度
者

（
介
護
度
２
・
３
）
の
方
が
最
も

多
く
、
全
体
の
四
八
・
四
％
を
占

め
て
い
ま
す
。

ま
た
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
は
、

六
億
五
百
三
十
万
円
程
度
。
認
定

者
一
人
あ
た
り
約
百
七
十
二
万
円

と
な
り
ま
し
た
。




